
                           議 案 第 ３ １ 号     

      磐田市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について       

    磐田市立学校設置条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するもの    

とする。    

     令和６年２月１５日提出 

                       磐田市長 草 地 博 昭      
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   磐田市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 磐田市立学校設置条例（平成１７年磐田市条例第９７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第２中 

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

磐田市立大藤小学校 磐田市大久保２８２番地１ 

磐田市立向笠小学校 磐田市向笠竹之内３９１番地６ 

磐田市立長野小学校 磐田市小島７３６番地 

磐田市立岩田小学校 磐田市匂坂中９８７番地 

磐田市立田原小学校 磐田市三ケ野１０３０番地１ 

磐田市立東部小学校 磐田市東貝塚２０６番地 

磐田市立富士見小学校 磐田市富士見町四丁目９番地５ 

を 

に 

磐田市立長野小学校 磐田市小島７３６番地 

磐田市立田原小学校 磐田市三ケ野１０３０番地１ 

磐田市立東部小学校 磐田市東貝塚２０６番地 

磐田市立富士見小学校 磐田市富士見町四丁目９番地５ 

磐田市立向陽小学校 磐田市向笠竹之内１１６２番地２ 

」 

」 

「 

「 
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磐田市立学校設置条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

名称 位置 

略 

磐田市立磐田南小学校 磐田市千手堂1356番地１ 

磐田市立大藤小学校 磐田市大久保282番地１ 

磐田市立向笠小学校 磐田市向笠竹之内391番地６ 

磐田市立長野小学校 磐田市小島736番地 

磐田市立岩田小学校 磐田市匂坂中987番地 

磐田市立田原小学校 磐田市三ケ野1030番地１ 

磐田市立東部小学校 磐田市東貝塚206番地 

磐田市立富士見小学校 磐田市富士見町四丁目９番地５ 

(追加) 

磐田市立福田小学校 磐田市下太380番地 

略 

名称 位置 

略 

磐田市立磐田南小学校 磐田市千手堂1356番地１ 

(削除) 

磐田市立長野小学校 磐田市小島736番地 

(削除) 

磐田市立田原小学校 磐田市三ケ野1030番地１ 

磐田市立東部小学校 磐田市東貝塚206番地 

磐田市立富士見小学校 磐田市富士見町四丁目９番地５ 

磐田市立向陽小学校 磐田市向笠竹之内1162番地２ 

磐田市立福田小学校 磐田市下太380番地 

略 
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